参考様式特定１（法第349条第１項　法第349条第９項関係）
　年　月　日
　　　　　　　　　大臣　殿

※取引の対象となる商品に関係する主務大臣宛に届出すること。

　・農林水産省関係商品のみ：農林水産大臣

　・経済産業省関係商品のみ：経済産業大臣

　・両省関係商品又は商品指数：農林水産大臣及び経済産業大臣
   届出者
氏名又は商号若しくは名称
所在地
代表者の役職名・氏名
特定店頭商品デリバティブ取引に関する届出書
　特定店頭商品デリバティブ取引を下記のとおり営むことといたしましたので、商品先物取引法第349条
第１項（第９項）の規定により届け出ます。
　この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。
記

１．氏名又は商号若しくは名称
	（ふりがな）

	


２．営業所又は事務所の名称及び所在地
	名　　　　称
	所在地

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


（記載上の注意）
「所在地」は、番地・号までを記載する。
３．特定店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数
	


（記載上の注意）

１．「商品」は、法第２条第１項に定められる商品を記載すること。

２．「商品指数」は、法第２条第２項に定められる商品指数を記載すること。

４．取引の種類
	


（記載上の注意）

｢取引の種類｣は、法第２条第14項各号の別を記載すること。
５．法人にあってはその代表者の氏名

	


６．特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務の開始の日
年　　　月　　　日
７. 金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等である者にあっては店頭商品デリバティブ取引に係る証拠金の授受等の措置
（１）店頭商品デリバティブ取引に係る証拠金の授受等の措置を講じている旨
【商品先物取引法施行規則第168条第４項第４号イ関係】
	当社は、
ア　金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第１項第21号の10に規定する措置（変動証拠金に係る措置）
イ　金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第１項第21号の11に規定する措置（当初証拠金に係る措置）
を講ずるに当たって、店頭商品デリバティブ取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めることとしております。

ウ　該当なし




（記載上の注意）

｢店頭商品デリバティブ取引に係る証拠金の授受等の措置を講じている旨｣は、ア、イのうち、該当する措置に丸を付すこと。（ア及びイの措置を講じている場合は、ア及びイのいずれにも丸を付すこと。）
　　金融商品取引業者等でない場合は、「ウ　該当なし」に丸を付すこと。
（２）定量的計算モデルの管理に関する体制の設計及び運営に責任を負う部署の責任者の氏名、役職名及び履歴　　　　　　　　　　　　　　　　　【商品先物取引法施行規則第168条第４項第４号ロ関係】
	　


（記載上の注意）

｢定量的計算モデルの管理に関する体制の設計及び運営に責任を負う部署の責任者の氏名、役職名及び
履歴｣は、平成28年金融庁告示第15号第７条第１項の規定に基づき金融庁長官に提出した届出書の
記載事項のうち、同項第２号に掲げる事項と同じ内容を記載すること。
　金融商品取引業者等でない場合は、「該当なし」と記載すること。
（注意事項）
　　１．不要な字句は消して使用すること。
２．商品先物取引法施行規則第168条第２項に規定する書類を添付すること。ただし、法務省の登記情
報連携システムを利用し、主務省が登記情報を取得するため、登記事項証明書（海外当局が発行するも
のを除く。）の添付は不要。
（備考）
	担当者の所属部署名
	

	担当者の氏名
	

	担当者の電話番号
	

	担当者のメールアドレス
	

	連絡事項

	


（記載上の注意）

担当者の氏名、電話番号、メールアドレスは、可能であれば複数記載すること。また、メールアドレスは個人用ではなく所属部署のものが望ましい。
（2024/9）

